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経 済 労 働 委 員 会 記 録

開催日時 平成２９年３月６日（月） １７：２３～１７：４６

開催場所 第１委員会室

出席委員 ８名

松尾 勇臣 委員長

川口 延良 副委員長

池田 慎久 委員

藤野 良次 委員

安井 宏一 委員

和田 恵治 委員

中村 昭 委員

今井 光子 委員

欠席委員 なし

出席理事者 森田 産業・雇用振興部長

福谷 農林部長 ほか、関係職員

傍 聴 者 なし

議 事

（１）２月定例県議会追加提出予定議案について

（２）その他

＜質疑応答＞

○松尾委員長 ただいまの説明について質疑があればご発言をお願いします。

なお、質疑は、ただいま説明のありました案件に限らさせていただきますので、ご了承

をお願いいたします。

○今井委員 １３ページ、権利放棄ですけれども、平成４年の貸し付けということですが、

最終的に返していただいたのが何年で、幾ら返してもらっているのか、お尋ねしたいと思

います。

それから、ＮＡＦＩＣのセミナーハウスゲストルームの使用料が２万５，０００円とい

うことですけれども、オーベルジュ・ド・ぷれざんす桜井が１室５万円ぐらいで、このゲ

ストルームとそちらの関係がよくわからないので、どういうことなのか教えていただきた

いと思います。
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○堀辺地域産業課長 債権放棄についてお答えします。

貸付額が３８０万円で、返してもらったのが１万３，０００円、残りの３７８万７，０

００円を債権放棄としてお願いするものです。最終の返済がありましたのが、平成２３年

６月１６日です。以上です。

○小坂農林部次長（農政担当、担い手・農地マネジメント課長事務取扱） ＮＡＦＩＣと

このゲストルームの料金の関係について、お答え申し上げます。

オーベルジュ・ﾄﾞ・ぷれざんす桜井は申しましたとおり、このゲストルームよりも高価

なホテルとしてあり、そことこのゲストルームとしてのすみ分けが必要だと考えておりま

す。ゲストルームは、最大で４名が入れる部屋を想定していますけれども、料金も、仮置

きで、２万５，０００円として、４名が泊まると１泊６，２５０円となります。オーベル

ジュ・ド・ぷれざんす桜井の値段層とはすみ分けたものにするべきと考えているところで

す。

○今井委員 この貸し付けですけれども、最終返済が平成２３年ということですが、

ずっと返済がなく、平成２３年が最終返済だったのでしょうか、教えていただきたいと思

います。

○堀辺地域産業課長 平成７年に一度返済がありました。それ以降、返済がなく、最終の

平成２３年まで返済はありませんでした。以上です。

○今井委員 時間が、あまりにもかかり過ぎているのではないかと思うのです。以前にも

高度化資金の貸し付けの一度に返済と出てきたときがありましたけれども、もうこれでな

いですかという質問をしたと思うのです。どのくらいでという、期間の基準など、このく

らいになったらこうする、次の対応をするという、県の中での目安というものは決まって

いないのでしょうか。

○堀辺地域産業課長 基本は全て回収するということで対応しておりますけれども、その

貸付先により、一部返済などをしておられますと、時効の援用もままならず、長い間かか

るものもあります。何年たったらどうするという機械的なものはありませんが、時効の援

用できる期間を目安に債権の償却処理を考えております。以上です。

○今井委員 やはり一定の期間の中で対応しないと、むしろ請求するお金のほうが高くつ

くことにもなりかねないと思いますので、どうするのかという一定の、もちろんその貸し

たものですから返してもらわないといけないのですけれども、目安というものはきちんと

するべきではないかなと思いますので、意見を申し上げておきたいと思います。
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○松尾委員長 ほかにございませんか。

ほかになければ、これをもちまして質疑を終わります。

次に、議会閉会中の審査事件に係る委員長報告につきましては、正副委員長に一任を願

えますか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

それでは、そのようにさせていただきます。

これをもって本日の委員会を終わらせていただきます。


